
・旭東中学校のきまり 

１． 標準服について 

  年間を通じて 

男子…ブレザー、カッター、スラックス（夏・冬） 

   ベスト、セーター、ネクタイ学校指定のもの 

半袖白ポロシャツ学校指定のもの 

女子…ブレザー、ブラウス、スカート（夏・冬） 

   ベスト、セーター、蝶タイ学校指定のもの 

半袖白ポロシャツ学校指定のもの 

名札・学年組章…左胸エンブレムの上、またはカッター・ブラウス・ポロシャツ

の胸ポケットにつける。 

くつ…白のひもくつ 

肌着…白、黒、紺、グレー、ベージュとし、無地のものでワンポイント・ボーダ

ーなど柄付きは認めない。 

靴下…白、黒、紺色とし、ライン・ワンポイントは認めない。 

ルーズソックスなどは認めない。靴から見える長さの靴下を着用する。 

頭髪…パーマ、脱色、染色、加工などをせず、清潔に保つこと。 

 



男子…長髪の場合は次の基準とする。 

     ・髪をたらした場合、眉にかからないこと。 

     ・横は耳にかぶさらないこと。 

     ・後ろはえりにかからないこと。 

女子…長い髪は後ろでまとめてくくるか、二つくくりにする。 

二つの場合は、耳の後ろでくくる。 

（ゴムの色は黒、紺、こげ茶。なおピン止めもこれに準ずる。） 

     ・髪飾り、リボンなどは禁止。 

その他…まゆ毛を剃ることは禁止する。 

     ・化粧品類の持ち込み、使用をしないこと。 

      なお、事情よりやむをえない場合は、担任に申し出ること。 

制かばん・サブバック…アクセサリーを付ける場合は、１つまでとする。 

大きすぎるものは不可。 

防寒具 

手袋、マフラー、ネックウォーマー…登下校時のみ着用できる。 

レギンス・タイツ…色については黒・紺・ベージュに限り着用可能。 

靴下も着用すること。 

※防寒具は、着用期間（12/1～）をもうける。 
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２．登校・下校について 

  １．８時３０分までに登校しよう。 

  ２．登校したあとの外出は認めない。 

  ３．下校時間以降は学校に残らないようにしよう。 

  ４．放課後活動する時は先生の許可を得、終わりしだい、すみやかに下校し

よう。 

  ５．自転車通学は、禁止。 

３．忘れ物の取り扱いについて 

  朝８時３０分に間に合うときと放課後以外は認めない。 

４．その他 

  １．学校に不必要な物は持ってこない。又身につけないようにしよう。 

  ２．落とし物と拾得物について 

    イ、落とし物と拾得物は直ちに届け出よう。 

  ３．金銭について 

    イ、必要なお金はすぐ納入しよう。 

    ロ、必要以外のお金は持たないようにしよう。 

  ４．欠席は必ず、連絡しよう。 

  ※今後も校則等の点検作業を引き続き行ってまいります。 


